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■ 授 業 

１．担当科目 

本学のカリキュラムは、建学の精神に基づき、時代・社会のニーズ、学科の特性、学生の

資質等を考慮して編成しています。次の点をご確認ください。 

① 担当科目の卒業必修・選択の別、免許や資格のための必修・選択の別について、シラバス

を参照してください。 

② 本学では、原則半期１５回（週）の授業をお願いしています。 

  定期試験を行う場合は、１６回目（定期試験期間）に、試験時間は説明時間５分を

含めて６５分で実施してください。なお、試験開始時間の１０分前に集合し、試験監督

者との打ち合わせを行います。 

 

２．教員相互授業参観  

「よい教育」の方針に沿って、授業改善のための取り組みとして、教員相互の授業参観を実施し

ています。授業参観の可否・公開時期等についてはシラバスに記載するとともに、前期は４

月、後期は１０月に公開授業一覧とともに案内をメールボックスに配付しますので、積極的に

参観してください。 

なお、授業を参観される場合は、参観後、「授業参観記録用紙」（P. 2４参照）を教務課に提出

してください。 

また、授業担当教員と授業参観教員との間で積極的に意見交換をしてください。 

 

３．オフィスアワー 

オフィスアワーの時間帯等はシラバスで確認できますが、学生からの質問や相談を受ける場合

の方法等について、初回の授業で説明をしてください。学生が「質問したくても先生に会えない」

といったことがないように、授業終了後、教室にしばらく残っていただき、質問をする学生がい

ないか様子を見てから退室してください。 

 

４．授業時間帯 

授業科目により例外もあります。授業時間表に記載しています。 

時限 

曜日 １ ２ ゼミアワー ３ ４ ５ 

月・火

水・金 

9：00～ 

10：30 

10：40～ 

12：10 
－ 

13：00～ 

14：30 

14：40～ 

16：10 

16：20～ 

17：50 

木 
9：00～ 

10：30 

10：40～ 

12：10 

12：10～ 

12：35 

13：20～ 

14：50 

15：00～ 

16：30 

16：40～ 

18：10 
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５．学生番号   

  学生番号は６桁の数字を使用しています。 

     

          個人別番号 

                                   ※2019年度入学生から、 

                                   生活学科のみ個人別番号はコース 

                                   別番号になります。 

                              101～ 食健康コース 

                              201～ 製菓・製パンコース 

              学科    １：生活学科 

                          ２：幼児教育保育学科 

                  ３：ビジネスコミュニケーション学科 

 

   入学年度：西暦の下2桁 （１9：２０１9年度入学生） 

 

６．出 講  非常勤講師の先生方へ 

① 出講日は、来学の際必ず、教務課にある「非常勤講師出勤簿」に押印することと、印

刷室にあるメールボックスの確認をお願いします。郵便物及び連絡事項等については、

個々のメールボックスに入れさせていただきます。 

② 非常勤講師室を設置しています。（３号館１階） 

 ・非常勤講師室用としてパソコン１台・プリンター１台を常備しています。 

・非常勤講師室前のロッカーの使用は出講当日のみとしています。 

③ 授業における教室の座席指定表は、原則として教務課で作成します。必要であれば座席

表の様式がありますので、教務課まで申し出てください。また、障がいのある学生から

授業に関する相談や要望があった場合は、教務課にご相談ください。試験等、特別配慮

が必要と思われる場合もできる限り早い段階でご相談ください。 

④  定期試験期間中に定期試験を実施される場合は、試験監督をお願いします。 

    

７．教材準備   （P.3４参照） 

① 授業用機器・視聴覚機材の貸し出し  

ご担当の授業で、下記教具の貸し出し等を希望される場合は、必要日の１週間前までに教

務課に申し込んでください。非常勤講師の方で、あらたに教材・資料等の購入を希望される

場合は事前に教務課までご相談ください。 

・ノートパソコン（非常勤優先） ・ポケットWi-Fi ・デジタルカメラ ・ラジカセ（ＣＤ付） 

・ＤＶＤ(ブルーレイ)プレイヤー（携帯） ・液晶プロジェクター ・スクリーン（移動式） 

・スライド映写機 ・ＯＨＣ（実物投影機） ・レーザーポインター ・マイク（移動式）  等 

 

② 授業用プリントの印刷について 

印刷機・コピー機（自動丁合・ホッチキス・パンチ機能付）・紙折機・裁断機を印刷室

に備え付けていますので、ご利用ください。なお、非常勤講師の方は、原則として原稿を１

週間前までに教務課に持参されるか、Ｅメール（tkyoumu@sumire.ac.jp）等で申し込んで

いただくと、教務課で印刷いたします。 

１ 9 １ ０ ０ １ 



３ 
 

◎次のような場合は印刷をお受けできません。 

・必要部数（受講生数分）を超える資料の印刷 

・テキスト等の印刷 

※著作権法・省資源の観点から適正な分量の教材印刷にご協力ください。 

 

８．教科書販売 

シラバス作成時に指定書店から販売を申し込んだ教科書は、各学期授業開始前後約１週間の期

間を設けて学内で販売します。履修登録が済んだ学生に対して、販売期間内に必ず購入するよ

うご指導ください。 

   また、購入した教科書は授業で必ず使用してください。 

 

９．教室変更 

教室は履修登録者数を勘案し、配当しています。ただし、各学期当初は登録変更等により受

講者の数が変動します。そのため、履修登録が確定した後に、教務課から教室の変更をお願いす

る場合があります。履修確定後、教室の変更等を希望される場合は、教務課までご連絡ください。 

 

１０．学生の履修登録 

① 学生は４月に１年間の履修希望科目のWeb登録及び履修届の提出をします。 

   ２回生Web履修登録期間 ：  ４月３日(水)～４月１５日(月) １３時まで 

１回生Web履修登録期間 ：  ４月８日(月)～４月１５日(月) １３時まで 

履修届提出締切日時     ：  ４月１５日(月) １５時まで 

② 後期は、授業開始約１週間後に登録変更期間を設けています。登録変更期間に限り、履修科

目の変更を受け付けています。 

   1･2回生後期Web履修登録変更期間 ： １０月３日(木)～１０月８日(火)１３時まで 

   履修届提出締切日時            ：  １０月８日(火) １５時まで 

  ③ 共通科目は、受講者数の調整を行います。 

④ 非常勤講師担当科目について、登録変更終了時点で履修学生数が５名に満たない場合は、原

則としてその年度は当該科目を不開講とします。ただし、卒業必修科目及び免許・資格の

必修科目はこの限りではありません。 

⑤ 本学は、各学期に履修登録できる単位数は３０単位までです。ただし、前学期までの累

積ＧＰＡが3.0以上の場合は上限を32単位までとします。 

 

１１．出席簿  （P. ２７参照） 

① 前期は、履修届に基づく正規の出席簿は、履修登録の事務処理後遅くとも５月の連休あけ

に配付します。その間は、仮出席簿（全員の氏名記載）を使用してください。 

② 後期は、履修届に基づく正規の出席簿は、履修登録の事務処理後遅くとも１０月下旬

頃に配付します。その間は、前期の登録に基づいて作成した仮出席簿を使用してください。 

※ 科目等履修生や他学科の学生が受講する場合があります。 

※ 確定出席簿を配付した時点で、出席した学生の氏名確認をお願いします。出席簿に氏名

がない学生が授業に出席している場合は、本人に教務課へ行くようにご指導ください。出

席簿に氏名のない学生は出席しても単位は認定されません。 
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出    席    簿 

講義名 2100401 

食生活論  
期間 前期 時間割 

火2時限 
（前期） 

受講者数 30 名 

学生番号   氏  名 

所属 
学年 

1 2 3 4 5 6 7 ～ 14 15 16 

メモ 
  

 
    

 

   

191001 
フリガナ 
□□□□ 

生活学科 
1回生            

191002 
フリガナ 
□□□□ 

生活学科 
1回生 

   
 

        

１２．受講生の出欠席 

① 毎回の出欠調査は科目担当者の責任で出席簿に記入をお願いします。 

非常勤講師の方は出席簿を教務課のメールボックスに保管してください。(学生の指導上、

出席簿でその状況を確認することがあります。)  

出席簿を持ち帰る場合は、コピーをメールボックスに置いてください。 

なお、出席簿は、教務課で保存しますので、成績Web入力後に教務課へ必ず提出してください。 

② 本学では、出席時数を重視しています。『欠席時数が基準授業時数(15回)の３分の１を超え

た者は、当該科目の評価を受けることができない。』ことにしています。 

１５回授業 欠席５回と遅刻１回で評価の対象としない 

３０回授業 欠席１０回と遅刻１回で評価の対象としない 

１２回授業 欠席４回と遅刻１回で評価の対象としない 

８回授業 欠席３回で評価の対象としない 

③ 遅刻・早退の取扱いは原則として『１コマの授業で３０分以内とし、３回をもって欠席１

回とみなします』が、１回目の授業で予め受講者に取扱い方針を伝えてください。 

④ 本学では、当該科目の評価資格がなくなったり、定期試験の受験資格がなくなったり、退

学につながったりしないよう、出席状況の悪い学生を指導しています。15回授業の場合、欠

席が３回(１/５)になった受講生については、「授業欠席学生の連絡表」（P.21参照 ）に記

入の上、教務課まで連絡してください。また、当該科目の評価資格・受験資格が無くなった

学生（５回と１/３を超えた学生）についても、教務課まで連絡してください。学生本人に

郵送で連絡すると共にゼミ担当に連絡し指導を行います。 

⑤ 出席カード、レポート用紙（P. 2６参照）（サイズ：A4、B5、B6）を印刷室に用意し

ていますので、必要に応じてご利用ください。 

⑥ やむを得ない理由で授業を欠席する学生には、「欠席届」を本人より直接担当教員に

提出するように指導しています。授業を欠席したことには変わりませんので、欠席時数に算

入してください。なお、補講等を行い、一定の評価を認めた場合は、出席扱いにすることが

できます。また、学生が就職活動や病気、クラブ活動、実習の事前オリエンテーション、教

育実習等の理由で「欠席届（担当教員報告用）」(用紙は白)を提出することがありますが、

あくまでも欠席扱いであり、欠席減点等に対する配慮については、担当者の判断に任せます。 

 

１３．忌引き、学校保健安全法施行規則第18条の感染症に罹患した場合の対応 

  学生が「公認欠席届（担当教員報告用）」（P. 2４参照）を提出することがあります。こ

れについては欠席時数に算入しないようにお願いします。なお、用紙はブルーで教務課の受付

印が押してあります。 

 

講義月日を記入してください。 

欠席「／」 遅刻「×」 早退「△」 

公認欠席「公」で統一してください。 
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１４．授業中の留意事項  

① 授業中の飲食等は一切禁止しています。 

② 授業中の携帯電話等は、電源を切るか、マナーモードに設定するように指導しています。 

また、校舎内の電源を利用しての携帯電話等の充電は禁止しています。学内で充電する場合は、

玄関ホール又は３号館入口に設置している充電機（有料）を利用するように指導してください。 

③ 授業態度の悪い者に対しては、厳しい態度で指導してください。 

④ 授業内容（シラバス）の保証をお願いします。 

⑤ 授業開始と終了時刻の厳守をお願いします。 

 

１５．学生の受講マナーについて 

学生の受講マナー向上のために以下の点について、ご指導の徹底をお願いします。 

① 授業中の遵守事項 

（1）携帯電話はカバンの中にしまうこと。机上に出してはならない。 

（担当教員の指示により、必要な場合にはこの限りではない。） 

（2）私語をしてはならない。 

（3）落ち着いて、授業に耳を傾ければ、おしゃべりをしている時間はない。 

帽子をかぶらない。サングラスはつけない。 

（4）原則、飲食をしない。 

（5）化粧、髪の手入れをしない。 

② 遅刻、早退 

（1）遅刻は、人としての信頼を失うものと心得たい。  

やむを得ず、遅刻をしたときは、教室の後ろのドアから静かに入り、教員に会釈

をして、速やかに着席する。授業終了後に学生番号と氏名を申し出ること。 

（2）授業が始まる前に教員に「○時ごろ、○○の理由で早退する」と断っておくこと。時間

が来たら、静かに席を立ち、教員に会釈をしてから、教室の後方のドアから静かに出る。 

③ 授業中のトイレ 

授業の始まる前に、用を足して授業に臨む。 

 

１６．レポートの提出 

① レポートの提出先を教務課に指定される場合は、事前に提出期限・締切り後の受渡し方法

等を教務課まで連絡してください。 

この場合は、定めた日時・場所で受付をします。この日時を過ぎて提出のあったレポー

トは受付しません。 

② レポートの提出には所定の表紙（P.2５参照）をつけるように指示してください。 

  （A4、B5 のレポート用表紙を１号館の廊下(総務課前)に常備しています。） 

 

１７．休講等 

① 休講の場合は、学生に掲示及び学内ポータルで通知します。 

学生に直接通知する場合でも、事前に「休講届」（P. 2７参照）を教務課へ提出してくださ

い。その際、授業回数確保のため補講をお願いします。 

② やむを得ず遅刻する場合は教務課へ必ず連絡してください。３０分以上の遅刻は原則とし

て休講扱いになります。 
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③ 急病等によりやむを得ず休講する場合は、授業開始までに必ず教務課まで連絡してください。 

④ 気象警報発令や交通機関の不通に伴う全学一斉休講・休校措置については、19.の「授

業等の休開講」のように指示しています。 

 

１８．補 講 

① 補講は、教務課と相談のうえ、空き時間、補講日等で開講してください。 

② 補講日時が決まり次第、「開講届」等により、教務課まで連絡してください。教室は、そ

の都度決めます。学生には掲示及び学内ポータルにより補講の日程を連絡します。 

 

補講は、原則学生の授業が重ならないように開講をお願いします。ただし、やむを得ない

事情により、補講が重複した場合は、既に入っている授業を優先させていただきます。重複

した科目については課題等提出又は別枠補講をお願いします。ただし、再履修科目（1 回生

開講科目）と、2 回生開講科目の補講が重複した場合は 2 回生開講科目を優先し、再履修

科目（1 回生開講科目）については課題等提出又は別枠補講をお願いします。 

 

 

１９．授業等の休開講 

暴風警報等発令及び交通機関の運転休止に伴う授業、試験等の取扱い 

暴風警報等発令及び交通機関の運行休止に伴う授業、試験等の取扱いは、「滋賀短期大学暴

風警報等発令及び交通機関の運転休止に伴う授業、試験等の取扱い規程」に基づき以下のと

おりとします。身の安全を最優先に考え、適切な行動をとってください。 

① 特別警報及び暴風警報の発令、交通機関の運転休止に伴う授業、試験等の取扱いを次のと

おりとする。 

（1）特別警報が発令された時点で、終日休講とする。試験については、試験期間延長のうえ、

試験を実施する。行事等については、日程を調整する。 

（2）暴風警報が発令されている間、交通機関が運転休止されている間は休講とする。 

（3）午前6時時点で暴風警報が解除され、交通機関が運行されている場合は、平常どおり1時

限から授業を行う。 

（4）午前10時時点で暴風警報が解除され、交通機関が運行されている場合は、3時限から授

業を行う。ただし、午前10時時点で暴風警報が解除又は交通機関が運行されていない場合

は、当日の授業は休講とする。 

（5）定期試験の場合は、午前6時時点で暴風警報が解除又は交通機関が運行されていない場合

は、当日の試験はすべて中止して、試験期間延長のうえ、試験を実施する。 

（6）オリエンテーション等の場合は、午前6時時点で暴風警報が解除又は交通機関が運行され

ていない場合は、当日のオリエンテーション等はすべて中止して、日程を調整する。 

② 「特別警報及び暴風警報の発令」とは、特別警報又は暴風警報が滋賀県の市町のいずれかに

発令されている状態をいう。 

③ 「交通機関の運転休止」とは、JR琵琶湖線京都・長浜間の運行が全面的又は部分的運転休止

されている場合をいう。人身事故等による「運転見合せ」の場合は、これに該当しない。 

④ 休講となった授業については、原則として補講を行う。 

⑤ その他の緊急事態の休開講等については、学長の判断により、必要な措置をとるものとする。 

※ 先生が、解除の目途が立たずやむを得ず休講される場合は、すみやかに教務課までご連

絡ください。当日の授業は休講として、後日補講とします。 
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２０．学生による授業評価アンケート 

このアンケートは、授業改善等のために実施するものです。各期の半ばにアンケート用

紙を配付しますので、受講生１０名以上の全クラスで実施してください。個々の集計結果（４

段階評価）は担当教員に返却しますので、授業の改善等に役立ててください。 

その際アンケートの意義を高めていくために、結果に対する教員コメントをお願いしてい

ます。 

また、全体の集計結果を学生に公表すると共に、本学の教育課程及び授業の改善に役立てて

いきたいと考えています。なお、実施している授業アンケートの設問項目は、Ａ受講態度につ

いて、Ｂ授業内容について、Ｃ教員の姿勢・教え方についてなどからなっています。 

質問項目や実施時期・結果の活用等アンケートについてのご意見・ご提案は、教務課までお

願いします。 

 

 

《参考》平成31年度 授業アンケート質問項目  （マークシート実施） 

 ４：はい ３：どちらかといえばはい ２：どちらかといえばいいえ １：いいえ 

 

Ａ受講態度につ
いて 

1． 自宅学習（予習・復習）をしましたか 

2． 事前にシラバスを確認して授業に臨みましたか  

3． 遅刻・欠席・早退はすべきでないという心構えで授業に臨みましたか 

4． ノートをとったり、配付された資料のファイリングはできましたか 

5． 授業には積極的に取り組みましたか 

Ｂ授業内容につ
いて 

1． 授業内容はシラバスに沿ったものでしたか 

2． 授業内容はよく理解できましたか 

3． 教科書や配付プリントは授業を理解するうえで役立ちましたか  

4． 授業によって新しい知識や考え方を得ることができましたか  

Ｃ教員の姿勢・
教え方につい
て 

1． 質問・相談には丁寧に対応していましたか 

2． 授業の説明はわかりやすかったですか  

3． 授業の開始と終了時刻は守られていましたか  

4． 予習や復習へのアドバイスはありましたか 

5． 話し方・声の大きさは聞き取りやすかったですか  

6． 板書やパワーポイント等は見やすかったですか 

7． 授業に集中できる環境、学びやすい雰囲気が作られていましたか 

8． 授業を進めるはやさは適切でしたか  

D 学習環境につ
いて 

教室環境（広さ、照明、機材など）は適切でしたか 

E 全体としてこの授業に満足しましたか 

F 教員からの質
問です 

１． 
２． 
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■ 試験・レポート・成績 

１．スケジュール 

 
前  期 後  期 

定期試験実施の有無等 

問い合わせ 
５月中旬 11月中旬 

定期試験問題作成依頼等・ 

定期試験日程のお知らせ 
６月下旬 12月下旬 

授業アンケート期間  ６・７月頃 １２・１月頃 

定期試験期間  
7月２９日（月）～ 

8月２日（金） 

1月2７日（月）～ 

１月３1日（金） 

成績提出締切日  8月７日（水） ２月４日（火） 

追試験実施のお願い  ８月上旬 ２月上旬 

成績交付  ９月２４日（火） 
Ⅱ回生     Ⅰ回生 

２月12日（水） 3月2４日（火） 

再試験  
９月2５日（水） 

９月2６日（木） 

Ⅱ回生     Ⅰ回生 

２月13日（木） 3月2５日（水）

２月14日（金） 3月2６日（木） 

再試験  

成績提出締切日 
１０月１日（火） 

Ⅱ回生     Ⅰ回生 

２月17日（月） 3月30日（月） 

 

２．試 験 

① 試験を実施される場合には、定期試験期間中に行ってください。教育上の配慮や授業科

目の特性から学期の途中に行うこと（随時試験や小テスト）も可能です。 

② 授業中に随時試験や小テストを行う場合は、学生への周知を徹底してください。掲示が必要

な場合は教務課までご連絡ください。やむを得ない事情によりその試験を受験できなかった

学生については、担当者の判断により適切な措置を取ってください。 

③ いずれの方法による試験も、不正行為のないよう公平公正に行われるようご配慮ください。 

もし不正行為があれば教務課へ詳細を報告してください。 

不正行為をした学生については、当該学期におけるすべての履修科目の成績評価を０点とし、

「滋賀短期大学試験及び成績に関する内規第１２条」及び「滋賀短期大学学則第５５条」によ

り厳重に処分します。 

 

３．定期試験  

① シラバスに掲載している授業計画のとおり実施していただくことを原則としていますが、
授業開始後、試験実施の有無・方法等詳細について、お伺いします。 

② 試験は、１６週目の定期試験期間に定期試験時間割で実施します。科目担当者は試験監督
をお願いします。 

③ 「定期試験受験資格なし」の学生がでた時点で教務課まで連絡してください。教務課よ
り郵送で学生へ通知します。 

④ 試験科目ごとに座席指定表（非常勤講師の担当科目は教務課で作成します。）を作成し、直
前に当該試験室に掲示して着席させ受験させます。 

⑤ 学生には「定期試験時間割」「定期試験受験上の注意」を掲示で通知します。 



９ 
 

４．定期試験監督要領  

試験において不正行為を防止し公平公正を期するよう「試験監督要領」により実施してください。 

 

 

 

試 験 監 督 要 領 

 

１．試験開始までに 

（1）試験開始時刻 10 分前に、小会議室(1 号館 2 階)に集合し、試験監督と補助監督との打ち合わせを

してください。 

（2）試験問題は、授業科目担当教員が集合時刻に小会議室へ持参してください。また、教務課に預けて

いる場合は、集合時刻までに教務課へ取りに来てください。 

（3）試験時間は、諸注意等 5 分、試験解答時間 60 分の 65 分間設定です。 

（4）試験室へは試験開始時刻までに入室してください。 

２．試験の開始 

（1）黒板に試験科目を書き、学生に受験科目の確認をさせてください。 

（2）試験ごとに以下のことに関して、注意を与えてください。 

① 座席指定のある科目は、指定された座席に着席しているか確認すること。 

② 学生証を机の前方通路側に置くこと。学生証を忘れたものは、「試験のための仮学生証」を置くこと。 

③ 不正行為（不正行為と疑われる行為）は絶対にしないこと。不正行為は、「滋賀短期大学学則５５条」

により処罰される。 

④ 机に落書きがあればすぐに消すこと。消えない場合はその旨監督に申し出ること。 

⑤ 鉛筆（ｼｬｰﾌﾟﾍﾟﾝｼﾙ）・消しゴムのほか、許可されているもの以外は机の上に一切置かないこと。 

⑥ 試験室における物品の貸借は不正行為とみなす。 

⑦ 私語は一切禁ずる。 

⑧ 提出後は静かに教室から出て、廊下で大声を出すなど、他の学生に迷惑をかけないこと。 

⑨ 携帯電話等を時計として使用することは認めないので、電源を切り、鞄の中に入れること。 

（3）学生証と本人を確認してください。 

（4）問題用紙・答案用紙は裏向けに配付してください。 

試験時間を口頭で述べ、解答終了時刻を黒板に書いてください。 

試験時間内に終了される場合・・・退室後、大声で喋らないようご指導願います。 

（5）適宜、机間巡視を行ない、不正行為の防止にご尽力ください。 

（6）不審な挙動を行っている学生には充分に留意してください。（いわゆるマークをする。） 

（7）万一、不正を行っている学生がいた場合、不正行為に該当する旨を告げ、答案用紙を回収し、退室

させ、教務課で待機を命じるとともに、試験終了後教務課へご報告ください。 

３．入退室・試験の終了 

（1）試験解答開始時刻から 20 分以上の遅刻は原則的には認めません。 

（2）試験室からの退室は、原則的には試験解答開始時刻から 30 分経過後で、担当教員の指示する時間

からとします。 

※１ 試験の出席については科目担当教員の責任において最終確認をお願いします。 

※２ 障害のある学生に対して、定期試験の延長やパソコンの使用などの配慮を実施される場合は、教務課へご連絡

をお願いします。 

 

 

５．追試験 

① 学生が、病気などやむを得ない正当な事由のため、定期試験を受験できなかった場合は、

所定の手続きを経て追試験の受験を認めます。試験日の翌日から７日以内に追試験受験の手

続をした場合は、連絡しますので、該当者に追試験についての指示をしてください。 

② 追試験の評価は、定期試験と同様に 100 点満点に対する点数で評価してください。 
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６．成績評価  

① 成績は、担当者の責任において、受験資格の有無を判断していただき、下記に明記された

成績評価基準のとおり評価してください。また、平成31年度から、授業科目間の成績評価基

準の平準化を図るため、各授業科目の算出ＧＰＡが 2.0～3.0 の範囲に入るように努めてくだ

さい。 

② 設定されたＧＰＡの範囲を大きく超える場合には、受講学生の様子、指導のレベル、必修

科目かどうかなどを勘案し、教授内容の調整を図ることとする。 

③ 成績は 100 点満点に対する 60 点以上を合格とし、学生にはその評語「秀・優・良・可・不

可」で通知します。 

 

④ 試験において不正行為のあったときは、当該学期におけるすべての履修科目の成績評価は 

０点とします。また再試験の受験を認めません。 

⑤ 本学には、異議申し立て制度があり、以下のように規定しています。 

成績評価において、学生は「不可」の評価に対する異議の申し立てができます。 

  異議申し立てをする学生は、成績交付日の翌日から３日以内に「成績評価についての異議申立書」

を教務課へ提出します。授業担当教員は、「異議申し立てに対する回答書」により異議申し立

てがあった日から１週間以内に教務課を経て学生に回答します。それでも解決が得られない

場合は、教務委員会が調査し、回答書を作成して、授業担当教員及び異議申し立てをした学

生に回答をします。回答の結果、評価を変更する場合があります。 

また、成績交付日に先立ち、再試験実施科目の案内通知を当該学生に送付します。異議申

し立てをする学生は、前期は９月１０日、後期２回生は２月１２日、後期１回生は３月１２

日までに「成績評価についての異議申立書」に必要事項を記入のうえ、教務課へ提出します。

締切日が休日祝日の場合は翌平日までに教務課へ提出します。 

なお、学外実習で大学に来られない学生は、電話等で前期は９月６日、後期１回生は３月 

６日までに教務課へ連絡します。締切日が休日祝日の場合は翌平日までに教務課へ連絡しま

す。 

大学から「成績評価についての異議申立書」を郵送します。 

 

７．成績記入要領 

 学内ポータルサイトにて、下記の要領により Web 入力で提出してください。 

① 入力方法については、Web 成績入力マニュアルを参照してください。 

② 成績は、100 点満点に対する得点を整数で入力してください。 

③ 追試験のため成績を保留にする場合は、得点欄は空白にして、評価欄は｢保留｣を選択して

ください。 

④ 受験資格のない学生、正当な理由がなく試験を欠席した学生、途中で履修を取り止めた学生は、

得点欄は空白にして、評価欄は「×」を選択してください。 

評語 点 数 ＧＰ 成 績 評 価 基 準 

秀 90 点以上１００点まで ４ 
所期の学習目標を完全に達成しているか、又は傑

出した水準に達している 

優 80 点以上 ８９点まで ３ 所期の学習目標をほぼ完全に達成している。 

良 70 点以上 79 点まで ２ 
問題はあるが、所期の学習目標を相応に達成して

いる 

可 60 点以上 69 点まで １ 所期の学習目標の最低限は満たしている 

不可 59 点以下  0 点まで ０ 単位を与えるためにはさらに勉学が必要である 



１１ 
 

⑤ 成績入力欄に名前のない学生がいましたら、教務課まで問い合わせてください。 

⑥ 提出された成績を再度確認していただくことはしませんので、提出前にもう一度よく確認し

たうえで提出してください。 

⑦ 成績提出後に点数の誤り等で訂正の必要が出た場合は、教務課まで連絡してください。 

『Web成績入力マニュアル』   

Web成績入力（学内ポータル）URL www.sumire.ac.jp/campusweb/top.do  

１                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
※ユーザＩＤとパスワードがわからなくなった場合は、教務課まで連絡してください。 
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３ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



１３ 
 

５ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６へ 

９へ 
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７ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【成績記入要領】  
 
・成績は、１００点満点に対する得点を整数で入力してください。  
 
・追試験のため成績を保留にする場合は、評価欄で「保留」を選択し、得点欄は
空白にしてください。  

 
・受験資格がない学生、正当な理由なく試験を欠席した学生、途中で履修をとり
やめた学生は、評価欄で「×」を選択し、得点欄は空白にしてください。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



１５ 
 

８ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
９                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



１６ 
 

１０ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



１７ 
 

１２ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１３ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



１８ 
 

１４ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1５ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



１９ 
 

１６ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１７ 
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１８ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．再試験   

   再試験は定期試験期間中に筆記試験を実施した科目が対象となります。また、すべての科目

が再試験の対象ではなく、科目担当者の意向に基づき、再試験の有無が決まります。 

定期試験の結果、不合格となった科目(成績評価 59 点以下０点までの授業科目)がある者は、

再試験実施科目について、次により再試験の受験ができます。 

   

① 同一科目は１回限り 

  ② 再試験料は１科目につき１,０００円 

  ③ 不正行為があった場合は、当該学期におけるすべての履修科目については、再試験を受験

することはできません。 

    

再試験の点数は、合格の場合 可(60 点)、不合格の場合 不可(59 点以下)で評価し、不可

の場合は、朱書きで記入してください。 

学生には、合格（可）、不合格（不可）のいずれかで通知します。 
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■ 障がいのある学生の授業における配慮について 

本学では、障害者基本法に則り、学生の誰もが等しく学べるよう、障がいのある学生（以下、

障がい学生という。）に対して、修学支援を行っております。 

 授業をご担当いただく先生におかれましては、まず、学生について障がいの種類や程度等によ

り個人差が大きく、学習の手段・方法も異なることをご理解いただきたいと思います。その上で、

授業方法について可能な限り、必要な支援のご配慮をいただきますよう、お願い申し上げます。 

 なお、支援の必要な学生がご担当の科目を履修する場合には、改めて各学科長または教務部長

から配慮のお願いをさせていただきます。障がい学生が、具体的・個別的支援を担当の先生に申

し出た場合には、容易に配慮しうることであれば、直ちに対応いただくとともに、教務課にご連

絡をお願いします。また、障がい学生から、配慮の申出があった場合には、個別に依頼する場合

もございますので、その際はよろしくお願いいたします。 

 

 

■ 長期高度人材育成コース、専門実践教育訓練給付金対象講座について 

 本学では、生活学科食健康コース（栄養士養成課程）及び幼児教育保育学科（保育士養成課程）

において、長期高度人材育成コースと専門実践教育訓練給付金対象講座の指定を受けており、対

象学生について毎回の出欠管理等をおこなうよう指導を受けております。 

該当する学生が履修する場合には、教務課からお願いをさせていただきますので、よろしくお

願いします。 

 

 

■ シラバスについて 

学内ポータルにログインし、「シラバス」をクリックして内容を確認ください。 

www.sumire.ac.jp/campusweb/top.do 

※ユーザＩＤとパスワードがわからなくなった場合は、教務課まで連絡してください。 

 

 

 

■ レポート及び答案用紙等の取扱いについて 

下記のとおり遺漏のないように取り扱ってくださるようお願いします。 

①  レポート及び答案用紙等の返却は、第三者に閲覧されぬよう行う必要がありますの

で、授業等の機会を利用するなど個別に返却する形で対応をお願いします。 

②  当該科目の成績評価から相当期間（2年間）は、レポート及び答案用紙等を教員各

位の責任において保管ください。 

③  レポート、答案用紙等の廃棄については、個人情報が復元又は判読不可能な方法に

より行ってください。（シュレッダー裁断、焼却等） 
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■ 施設（図書館、保健室）の利用について 

〔図書館〕  

図書館カウンターにて図書利用カードを発行いたしますのでご利用ください。 

  開館時間・・・（P. 3５参照）  貸出１０冊・１か月以内 

 

〔保健室〕 

１号館１階教務課の奥にあり、看護師が常勤しています。気分がすぐれないときなどにご利用ください。 

 

 

 

■ 個人情報の取扱い 

 

学外へ個人情報等を持ち出す場合は、教務部長の許可を得るようにしてください。 

学習履歴や成績履歴をデータベースとして管理する場合は、情報漏洩などのないよう管理

には十分注意を払ってください。 

 

 

 

■ 地震発生時のお願い 

   

授業中等に地震が発生した場合、学生が混乱しないよう、次の指示をしてください。 

  「大丈夫です。落ち着きなさい。」 「机の下に潜りなさい。」 

※ 事務局より、放送が入るまでそのままで待機させてください。 

 

 

 

■ 住所等の変更及び給与に関する証明書等について 

 

１．次の事項が生じた場合は、速やかに総務課へ届け出てください。 

 

① 氏名・現住所・電話番号の変更 

② 利用交通機関の変更・運賃改訂に伴う交通費の変更・給与振込口座の変更 

③ 本務の変更、本務先における職名・所属等の異動 

※１５日までに届出のあった場合は翌月分から、それ以降の場合翌々月から給与等の支給

額を変更します。 

 

２． 給与に関する証明書や、在職に関する証明書等の発行については、総務課へ申し出て

ください。  ＴＥＬ 077-524-3605 
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■ 資料 

１．授業参観記録用紙 

様式Ａ４ 

 

授業参観記録用紙 
参観者氏名               

       

授業科目  担当教員  

授業日時  ２０   年   月   日（  ）     限目 教 室   

授業形態 講義   演習   実験   実習 出席者数 名 

        

参観を終えて・・・板書の方法やスライドについて、配付資料、プリントについて、話し方や 

                  声の大きさについてなど観点をしぼって参考になった点等ご記入ください。 

 

 

本学の授業参観のあり方についてご意見、ご提案等がありましたらご自由にお書きください。 

 

 

２．授業欠席学生の連絡表 

様式 B6 

月  日  

教務部長殿  

            担当教員名               

授業欠席学生の連絡 

 

用紙は、出席簿に挟んでおきます。 

学生番号 氏  名 授 業 科 目 欠席回数 
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３．公認欠席届・欠席届  

様式 B6 

公認欠席届 
（担 当 教 員 報 告 用） 

（１科目 1枚提出）      滋賀短期大学 

学科・回生・番号       学科    回生         番 

氏       名               

授 業 科 目          

担 当 教 員         先 生  

欠 席 日       月       日（   ）        時限  

欠 席 事 由  

□ 忌引きのため 教務課印 

□ 感染症に罹患したことにより、出席停止の措置

をうけたため 

□ その他（                     ）  
① 公認届（願）【様式 A】とともに教務課に提出のこと。 

② 本届に教務課印を受けて（翌日交付）本人が直接担当教員に手渡すこと。 
※本届は欠席日数に参入しないようお願いします。また、課題作成その他の方策により可能な範囲で学修
の補充支援を行い、当該学生が履修上不利とならないように配慮をお願いいたします。 

         
様式 B6 

欠 席 届 
（担 当 教 員 報 告 用） 

（１科目 1枚提出）       

学科・回生・番号       学科    回生         番 

氏       名               

授 業 科 目          

担 当 教 員         先 生  

欠 席 日       月       日（   ）        時限  

欠 席 理 由  

 
 
 
 

本人が直接担当教員に手渡すこと。 ※承認印  

（定期試験に関しては別途手続きのこと）  
※試合等の場合クラブ顧問の承認を受けること。                       滋賀短期大
学 
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４．レポート表紙（サイズ・・・A4、B５） 

 

 

課 題 名 

 

 

 

授業科目名 
 

担当教員名 
 

 

 

学
科

 
 

 

 

  

回
生 

 学
生
番
号 

        

氏
名  

 

※ 注意 １．提出の際は、必ず用紙左肩をホッチキスで止めること。 

            クリップ等は認めない。 

             ２．提出期限を過ぎたものは一切受付けない。 

             ３．上の記入欄に未記入がある場合は、提出がないものとして 

                 取り扱う。 

 

滋賀短期大学 
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５．レポート用紙（サイズ・・・A4、B５、B６） 
様式B5   

滋賀短期大学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科
目 

 
学
科 

 
回
生 

 学生番号 
氏
名 

 
点
数 
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６．出席簿  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
７．休講・開講届 
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８．教室名称 

    教室名称は３桁番号で表示しています         教室(○○教室) 

 

 

 

 

 

 

９．学舎配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

→ 

教
室
番
号 

１ 

→ 

フ
ロ
ア
ー
の
階
の
数
字 

１ 

→ 

１
・
２
・
３
号
館
の
数
字 

→ 

特
別
教
室
の
名
称 
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３０ 
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３２ 
 

 

 



３３ 
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１０．教室機器備品一覧     
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１１．平成31年度図書館開館時間     

               20190123 

   開館日（8 時 30 分～18 時） 
                  

    特殊開館日（11 時～15 時） 
                   

    休館日 
                  

前 期         後 期       

  日 月 火 水 木 金 土     日 月 火 水 木 金 土 

４ 

月 

  1 2 3 4 5 6   
９
月 

15 16 17 18 19 20 21 

7 8 9 10 11 12 13   22 23 24 25 26 27 28 

14 15 16 17 18 19 20   

10  

月 

29 30 1 2 3 4 5 

21 22 23 24 25 26 27   6 7 8 9 10 11 12 

５ 

月 

28 29 30 1 2 3 4   13 14 15 16 17 18 19 

5 6 7 8 9 10 11   20 21 22 23 24 25 26 

12 13 14 15 16 17 18   27 28 29 30 31 1 2 

19 20 21 22 23 24 25   

11  

月 

3 4 5 6 7 8 9 

６ 

月 

26 27 28 29 30 31 1   10 11 12 13 14 15 16 

2 3 4 5 6 7 8   17 18 19 20 21 22 23 

9 10 11 12 13 14 15   24 25 26 27 28 29 30 

16 17 18 19 20 21 22   

12  

月 

1 2 3 4 5 6 7 

23 24 25 26 27 28 29   8 9 10 11 12 13 14 

７ 

月 

30 1 2 3 4 5 6   15 16 17 18 19 20 21 

7 8 9 10 11 12 13   22 23 24 25 26 27 28 

14 15 16 17 18 19 20   

１ 

月 

29 30 31 1 2 3 4 

21 22 23 24 25 26 27   5 6 7 8 9 10 11 

８ 

月 

28 29 30 31 1 2 3   12 13 14 15 16 17 18 

4 5 6 7 8 9 10   19 20 21 22 23 24 25 

11 12 13 14 15 16 17   

２ 

月 

26 27 28 29 30 31 1 

18 19 20 21 22 23 24   2 3 4 5 6 7 8 

25 26 27 28 29 30 31   9 10 11 12 13 14 15 

９
月 

1 2 3 4 5 6 7   16 17 18 19 20 21 22 

8 9 10 11 12 13 14   23 24 25 26 27 28 29 
          

３ 

月 

1 2 3 4 5 6 7 
          8 9 10 11 12 13 14 

 
         15 16 17 18 19 20 21 

          22 23 24 25 26 27 28 
          29 30 31         
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１２．平成31年度授業日数と行事予定 
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20190319 

 

 連 絡 先  
 

〒520-0803 大津市竜が丘24-4 

  滋賀短期大学 教務課 

 

電 話 (077)524-3638 直通 

    (077)524-3605 代表 

ＦＡＸ (077)523-5124    

 

E-mail：tkyoumu@sumire.ac.jp 

ホームページアドレス  http：//www.sumire.ac.jp/tandai/ 

    
ご連絡、お問い合わせなど、何なりとお気軽に教務課にお申し出ください。 

 

 


